
 

 

令和 2年度 第 7回柿崎区地域協議会次第 

日時：令和 2年 10月 20日（火）午後 6時～    

場所：柿崎コミュニティプラザ 305～307会議室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 会議録署名委員の指名 

 

 

４ 報告事項 

 （1）児童遊園の廃止について・・・・・・・・・資料 1-1 資料 1-2  

 （2）大出口荘の廃止について・・・・・・・・・資料 2 

 （3）地域活動支援事業の変更申請について・・・資料 3 

  

 

５ 協議事項 

自主的に審議するテーマについて・・・・・・ 資料 4 

 

 

６ その他 

（1）第 3回地域協議会だより編集委員会 

同日、地域協議会終了後に開催（市民活動室） 

（2）第 8回柿崎区地域協議会の開催について 

日 時：令和 2年 11月 17日（火）午後 6時～ 

会 場：柿崎コミュニティプラザ 305～307会議室 

 

 

７ 閉 会 



三ツ屋浜袖畑児童遊園、妙蓮寺児童遊園の廃止について（概要） 

 

■趣旨・経緯（所管課（こども課）対応方針等） 

・児童に健全な遊びの場を提供し、その健康を増進し、及び情操を豊かにする 

ため、市内 76か所（柿崎区内 16か所）に児童遊園を設置。維持管理につい

ては、令和 2年度から水準を統一し、地域と行政が一定の役割分担の下で維

持管理を行っている。 

 ・近年、地域の児童数の減少や遊び方の変化により、児童遊園を利用する児童 

は年々減少傾向にあることから、利用実態等を踏まえて各児童遊園の必要性 

を精査し、関係町内会等との協議を経て、適正な配置を進める必要がある。 

 ・上記方針に照らし、今回、関係町内会等との協議が整った柿崎区の児童遊園 

2か所について、令和 2年度で廃止するもの。 

 

 ■廃止施設の名称・概要・廃止理由 … 詳細は別紙 

① 三ツ屋浜袖畑児童遊園  昭和 57 年 8 月設置 こども課所管 

※土地所有者は「大和ハウス新潟工場」 

 ・昭和 57 年に柿崎町（当時）が大和ハウス工業新潟工場の社宅に隣接し 

た区域を同社から借り受け、児童遊園として整備したものであるが、 

 社宅の廃止や児童数の減少などの理由により現在は遊具をすべて撤去 

し、児童遊園としては利用していない。 

・町内会へも利用予定がないことを確認し、廃止について内諾を得ている。 

・廃止により借用していた土地を返還することにより、免除としていた  

固定資産税が賦課されることについても、土地所有者へ説明し了承済み。 

 

② 妙蓮寺児童遊園     昭和 42 年 4 月設置 こども課所管 

※土地所有者は「妙蓮寺」 

 ・以前から管理者の柿崎第二区町内会から廃止及び遊具の撤去の申し入れ 

があった。 

 

る 

 

の 

・町内会へ利用予定がないことを再度確認し、廃止について内諾を得てい 

る。 

・借用していた土地は境内地（非課税）であるため、返還による固定資産税賦課 

 の影響はない。 

・現在、遊具は使用禁止としており利用していない。 

・近隣に都市公園があり、利用可能。 

  

■今後のスケジュール 

・令和２年度末をもって、両施設を廃止する（令和 2 年 12 月議会で児童 

遊園の廃止について条例の一部改正を提案予定）。 

・妙蓮寺児童遊園に設置している遊具設備は令和３年度に撤去し、所有 

者に土地を返還する。 

廃 

止 

理 

由 

廃 

止 

理 

由 
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施設の概要 

① 三ツ屋浜袖畑児童遊園 

 

＜位置・現況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位  置 上越市柿崎区三ツ屋浜 722、723 

設置年月 昭和 57年 8月 

土地占用 
・㈱大和ハウス新潟工場から占用。占用料免除 

・固定資産税減免 

設備等 

(R02.9月現在) 

・敷地面積：1,719㎡ 

・遊具なし（撤去済…コンビネーション遊具（滑り台、ブラ

ンコ、鉄棒、シーソー）、遊動馬、フラワージャングル） 

管理形態 

(R02.9月現在) 

直営（管理する遊具も利用者もなく、廃止を見こしているた

め管理協定を結んでいない） 

全景（入口から） 

遊具があった場所 

三ツ屋浜袖畑児童遊園 

別 紙 



 

 

② 妙蓮寺児童遊園 

  

＜位置・現況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位  置 上越市柿崎区柿崎 6339 

設置年月 昭和 42年 4月 

土地占用 妙蓮寺から占用。占用料免除 

設備等 

(R02.9月現在) 

・敷地面積：300㎡ 

・ブランコ 1基 

・ジャングルジム 1基 

管理形態 

(R02.9月現在) 

地元町内会と管理協定締結 

（管理：柿崎第二区町内会） 

妙蓮寺児童遊園 全景 

ブランコ ジャングルジム 

妙蓮寺児童遊園 



柿崎区全図
新潟県上越市

柿崎区児童遊園位置図

米山寺児童遊園

芋島児童遊園

百木児童遊園

はまなす児童遊園

諏訪児童遊園

西脇児童遊園

旭ヶ丘児童遊園

妙蓮寺児童遊園

くろかわ児童遊園

木崎山児童遊園

桃園児童遊園

直海浜東畑児童遊園

馬正面児童遊園

三ツ屋浜児童遊園

三ツ屋浜袖畑児童遊園

上下浜東児童遊園
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大出口荘の廃止について 
 

○市の対応方針 

・令和 2年度をもって廃止する。 

（廃止の理由） 

 ・利用者の減少と施設の老朽化のほか、地元での今後の利活用が見込めないことから、供用を廃止

する。 

 

１ 施設の概要 

  ・所 在 地：上越市柿崎区東横山 207番地 1 

・設置年月：昭和 57年 3月 

・構 造 等：鉄骨造 2階建 191.95㎡ 大会議室、小会議室、調理実習室 

・建設費用：38,082千円 

・耐用年数：38年（経過年数 38年） 

・管理方法：市直営 

 

２ 施設の利用状況 

・年度別利用実績                              

区  分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 

利用人数（人） 20 0 0 

   ※平成 29年 8月から休止している。 

 

３ 地元との協議経過等  

平成 27年 

7月 

 

東横山町内会長と意見交換 

・市から、利用者が減少していることを踏まえ、廃止に向けた基本的な考え方

を説明。町内会長から、施設の耐用年数が過ぎる令和 2 年度に施設を廃止

する計画について、地元も「了承済み」との回答を得る。 

・地元には集会場があり、大出口荘は東横山から離れており、利用しない。 

・また、中山間等地域直接支払を活用した活性化対策に施設を活用したいと

いう思いはあるが、具体的な計画はないため、施設の譲渡は受けられない。 

平成 29年 

8月～ ・利用者がないことから消防署に空き家届を提出。施設を休止した。 

令和元年 

7月 

東横山町内会長と意見交換 

・市から、個別施設計画の策定にあたり、あらためて廃止に向けた考え方を説

明。町内会長から、令和 2年度の廃止は、「了承済み」との回答を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】施設平面図 
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自主的に審議するテーマについて（提案） 

 

懇談会委員会 委員長 武田正教 

 

【懇談会委員会としての意見】 

・地域の課題については、地域協議会や団体との懇談会で様々なテーマが出た。 

・どれも重要な課題であるが、すべてのテーマを取り上げ、検討することは難し

い。協議した結果、自主的に審議するテーマとして以下の 4項目を提案する。 

・4 項目を同時に審議するのではなく、まずは前半の 2 項目を優先的に審議し、

順次、後半の 2項目について審議する。 

 

 【前半】 

① 公共交通の在り方 

令和 4 年 4 月からバス路線の黒岩線・水野線・上直海線が廃止される可

能性がある中での今後の移動手段の方向性や、バス路線のない地域にお

ける移動手段の確保について検討する。 

② 柿崎区の空き家対策 

空き家対策の取組事例や現状について調査し、柿崎区としての空き家対

策について検討する。 

 【後半】 

③ 柿崎区保育園の在り方 

子どもの出生数が減少している中で、保育園の統廃合等の方向性を検討

する。前々期地域協議会からの継続審議事項として、将来的な在り方を

検討する。 

④ 柿崎免許センターの跡地利用 

今後の利用方法について検討する。 

 

・前半に審議するテーマについて、委員会を立ち上げ、委員を決定する。 

 

自主的審議テーマ 委 員 名 

公共交通の在り方  

柿崎区の空き家対策  
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